
日頃から、区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 平成 2８年１０月までに建物調査が完了した物件については、現在、移転補償金の概算額を算定

しています。 

 また、移転補償金は「移転対象者の皆さまの権利関係等の申告」と「建物調査」により算定しま

すので、以下の該当する申告書の提出をお願いいたします。 

なお、申告書は職員がお持ちいたします。（既に提出していただいた申告書に関しては必要ありま

せん。） 

 

 

 

 

 

 

（既に提出していただいた申告書に関しては必要ありません。） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＋ 
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移転補償金の概算額を算定しています 

「建築物等所有者」 

申告書 
「家賃・間代」 

申告書 

「家族人員」 

申告書 
「駐車料金等」 

申告書 

建築物等を 

所有している方 

建築物等に 

居住している方 

建築物等を 

貸家している方 

駐車場を 

貸している方 

※その他の申告書については個別に対応させていただきます。 

権利関係等の申告 

 

建物調査 

 

移転補償金の算定 
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第５回土地区画整理審議会を開催します 
 

開 催 概 要 

■日 時：平成２９年３月１０日（金）午後７時より  

■会 場：篠崎地区まちづくり事務所  

■内 容：①換地設計基準について ②換地設計案の作成について 

 

移転補償金の概算額提示に、お時間をおかけし申し訳ございません。以下は移転補償金の 

概算額提示までのスケジュールになります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～移転補償金の概算額提示までの流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の審議会は、各権利者の個人情報等に関わるため、傍聴はできません。あらかじめご了承く

ださい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物調査の実施 

移転補償金の算定 

図面・調書の作成 

移転補償検討委員会 

宅地内・建物内に入らせていただき調査させていただきます。 

実施した建物調査の結果をもとに、建物等の図面作成及び 

写真等の整理をします。 

建物等の移転工法や評価について委員会にて審議し、 

決定します。 

最新の事業損失補償基準に基づいて移転補償金の算定を 

行います。 

※現在、資料を整理し算定を行っています。 

移転補償金の概算額の提示 

権利者ごとに概算額をお知らせし、内容についてご説明します。 

移転補償金の概算額提示までのスケジュール 

平成２８年 

１０月頃 

＜お問い合わせ先＞                           ※電話：平日８：３０ ～ １７：００ 

電話 ： 計画換地係（ 5664-2619） 移転造成係（5664-2616） FAX専用（5243-3711） 

郵便 ：〒133-0053 江戸川区北篠崎 2-26-7  篠崎地区まちづくり事務所 

 


